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令和７年６月１日から 改正労働安全衛生規則により

「職場における熱中症対策の強化」に係る新たな措置が

事業者に義務付けられました！

■職場における熱中症対策の強化について

■職場における熱中症対策等の支援制度について

■熱中症の予防と発生時の適切な対応

近年、職場における熱中症による死傷者数

が増加しています。その対策として、労働安全

衛生規則が改正され、職場における熱中症対

策に係る新たな措置が事業者に義務付けられ

ました。その内容等について、広島労働局では、

5/30にオンラインで説明会を開催しました。

この説明会は、すぐに定員に達し急遽開催

回数を追加するなど多くの受講希望をいただい

ています。当日は数社のテレビ局から取材申し

込みもあり、関心度の高さがうかがわれました。

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/

今後の説明会の情報は「労働局・労働基準監督署説明会等

受付サイト」に掲載しています。 労働局 受付サイト 検索

職場における熱中症対策説明会 を開催

主催者挨拶の後、広島労働局の担当者より企業に対する

熱中症対策の強化に係る新たな規定について説明を行いま

した。

令和７年６月１日から、暑熱な場所において熱中症のお

それがある作業者を早期に発見するための「体制整備」、熱

中症の重篤化を防止するための「手順作成」、これらの体制

や手順の「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

よくある問合せ事項等の具体的な説明や、関連する助成

金等も紹介しました。

次に、広島産業保健総合支援センター産業保健

相談員の真鍋先生より、熱中症対策について、予

防と重症化防止の必要性、及び発生時の具体的

な対策について説明がありました。

熱中症のおそれがある人へは、「大丈夫？」と聞く

のではなく、「立てるか？」「水は飲めるか？」等具体

的に繰り返し確認する、など分かりやすく説明してい

ただきました。

最後に、広島産業保健総合支援センターより、センターで行っている

事業者への支援制度について紹介がありました。無料で熱中症対策

を含めた多くのサポートが用意されているので、ぜひご活用いただきたい

とのことでした。
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